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保護者のみなさんへ
こどもが事故に遭わないために、
「道路には飛び出さないこと」
「道路を渡る前に止まって安全確認すること」
「道路を渡るときは手を上げて目立つ」
など、道路の安全な歩き方を一緒に
歩いて教えてあげてください。

ドライバーの皆さんへ
通学路や学校、公園の周辺では、
子供が飛び出すかもという「か
もしれない運転」で、スピードを
落として安全運転をお願いします。

進学・進級時における少年の非行防止・犯罪被害防止
進学・進級の時期は、生活環境や交友関係の変化等により、
こどもは不安やストレスを抱えやすくなるほか、スマートフォン
（特にＳＮＳ）の取扱いを巡るトラブルに巻き込まれやすい時期
となります。
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～フィルタリング設定と家族でのルールづくりを～

少年の非行防止・犯罪被害防止のために、次の２点を必ず実践してください！
① こどもが使用するスマートフォンには「フィルタリング設定」をする。

※ フィルタリングの設定は、スマートフォン契約時に店頭で実施してもらえます。

※ コンテンツや利用時間を管理するペアレンタルコントロール機能の積極的な活用を！

② 家庭でSNS利用の「ルール作り」をする。

・ SNS利用のルールの一例

□ 個人情報は絶対に書き込まない。

□ 利用時間を決める。（時間数の上限、時間帯）

□ 知らない人と電話やメール、メッセージの交換はしない。

□ 下着姿などのプライベートな写真を興味本位でやりとりしない。
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